
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額減税が開始されます 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

風薫る五月になりました。 

爽やかな風に身も心もリフレッシュできる季節ですね。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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2024.5.20 

令和 6 年 6 月から始まる定額減税について、

国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、

Q＆A、様式集が公開されています。合計所得金

額 1,805 万円以下の居住者は、令和 6 年分所得

税額から本人 3 万円、同一生計配偶者と扶養親

族１人につき 3 万円が控除され、令和 6 年分個

人住民税所得割額から本人 1 万円、同一生計配

偶者と扶養親族１人につき 1 万円が控除されま

す。 

 

◆給与に係る定額減税 

 給与支払者は、令和 6 年 6 月１日現在の在職

者（基準日在職者）から扶養控除等申告書の提

出を受けた場合（甲欄適用者）、6 月１日以後、

最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から

月次減税額を順次控除します（月次減税事務）。

年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動な

どが生じた場合は、年末調整にて精算します（年

調減税事務）。減税額は各人別控除事績簿を備え

て管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税

控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記

載していない合計所得金額 900 万円超の基準日

在職者の同一生計配偶者や 16 歳未満の扶養親

族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告

書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」

等の提出を受けます。 

◆公的年金等に係る定額減税 

 公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金

等の受給者の扶養親族等申告書を提出するこ

とにより、6 月１日以後、最初に支払う年金の

源泉徴収税額から定額減税額を順次控除しま

す。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異

動などが生じた場合は、年末調整にて精算しま

す。 

 

◆事業所得・不動産所得・退職所得の場合 

 事業所得・不動産所得のある納税者は、予定

納税額から定額減税の本人分が控除されます。

さらに、予定納税額の減額申請の手続により、

同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額

を控除できます。予定納税のない納税者は、確

定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職

所得のある納税者は、源泉徴収時に定額減税額

の控除は行われず、確定申告にて控除を受けま

す。 

 

◆住民税額からの控除方法 

 住民税所得割額からの控除は、給与所得で特

別徴収の場合、令和 6 年 7 月分から令和 7 年 5

月分の 11 か月で均等額を控除。普通徴収の場

合、第１期分（令和 6 年 6 月分）から順次控除。

公的年金等は、令和 6 年 10 月分の特別徴収税

額から順次控除。控除しきれない額は、調整給

付金で支給されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本則・簡易・2割特例 

 中小事業者の納税事務負担に配慮する観点か

ら、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係

る消費税額を算出することができる簡易課税制度

が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分

によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る

消費税額の 10～60％とすることができます。 

 また、令和 5 年 10 月から開始されたインボイス

制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行

事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納

付税額を売上に係る消費税額の 2 割とすることが

できる制度が新設されました。 

 本則・簡易の切り替えルールについて改正はあ

りませんが、まとめておさらいをしておきましょ

う。 

 

◆2割特例は手続き優遇 

 2割特例の適用は(1)令和 5年 10月以降に免税事

業者からインボイス発行事業者になり(2)基準期間

（前々年もしくは前々年度）における課税売上高

が 1,000 万円以下の事業者であれば、資本金 1,000

万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額

特定資産の取得により免税事業者とならない事業

者等、特殊な状況でなければ受けられます。2 割特

例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消

費税の申告時に 2 割特例を受ける旨を付記するこ

とで適用となります。 

本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、

課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制

度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2

割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるに

は、その課税期間の末日までに届け出を提出すれ

ば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。 

◆簡易から本則は原則 2年縛り 

 簡易課税から本則課税への切り替えは、原則 2 年

たたないと変更できません。 

簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用さ

れます。ただし、基準期間の課税売上高が 5,000 万

円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。そ

の翌年の基準期間の売上高が 5,000 万円以下になっ

た場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。 

 本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から

本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前

日までに届け出を提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.133～ 

 

 

消費税の課税制度の切り替え 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

カスピ海は「湖か海か」

で 20年以上論争され、 

結局「海」になった。 


